
『
天
聖
広
灯
録
』

に
関
す

る

一
考
察

尾

崎

正

善

禅
宗

の
「
灯
史
」
は
、
各
派

・
各
時
代
の
主
張
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
性
格
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
読
む
上
で
必
要

不
可
欠
な

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『天
聖
広
灯
録
』
を
取
り
上

げ

そ
の
編
者

・
編
集
傾
向
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
く
。
従
来
、

『
広

灯
録
』
は
臨
済
系

の
宣
揚
を
意
図
し
た

「灯
史
」
と
見
ら
れ
て
き
た
が
、

そ
う
し
た

一
面
的
な
見
方
の
み
で
判
断
し
て
良

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
r

『
広
灯
録
』
を
考
え
る
上
で
の
問
題
点
は
四
点

あ

る
。

一
、
『
景
徳

伝
灯
録
』

の
成
立
よ
り
僅
か
三
十
年
後

の
成
立
。
二
、
李
遵
昂
と
い
う

居
士
の
編
。
三
、
「御
製
序
」
を
賜

っ
た
初
め
て
の
禅
籍
。

四
、
臨
済
系

を
特
に
強
く
意
識
す
る
。
二
、
の

「御
製
序
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

先
に
柳
田
聖
山
氏
が
論
文
の
中
で
触
れ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
の
で
特
に
論

じ
な
い
。
他

の
三
点
は
、
当
時
の
禅
宗
を
理
解
す
る
と
い
う
よ
り
、
編

者
李
遵
昂

の
認
識
し
て
い
た
禅
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
な
る
。

(九
八
八
-
一〇
三
八
)

先
ず
、

居
士
の
李
遵
協
の
禅

の
理
解
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
の
伝
に

つ
い
て
は
、
「宗
史
」
四
六
四

・
「東
都
事
略
」
巻
二
五

・
「隆
平
集
」

巻
九
な
ど
に
詳
し
い
。

彼
と
交
渉
を
持

っ
た
居
士

・
仏
教
者
は
多
く
、

仏
教
に
対
す
る
関
心

(九
七
四
-

一
〇
二
〇
)

と
理
解
の
深
さ
が
窺
わ
れ
る
。
第

一
に
上
げ
る
べ
き
居
士
は
楊
億
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
『
羅
湖
野
録
』
に
は
朱
正
辞
及
び

許
式

(嗣
洞
山
暁
聡
)

な
ど
と
の
交
渉
が
記
さ
れ
て
い
る
。

(九
六
五
-
一〇
三
一)

彼
が
交
渉
し
た
禅
者
は
多
い
。
ま
ず
、
谷
隠
慈
聡
が

い
る
。
李
遵
錫

は
、
彼
の
法
を
嗣
ぎ
、
『
広
灯
録
』
に
お
い
て
、
巻
十
七
で
多
く

の
話

を
記
し
、
さ
ら
に
塔
銘
を
載
せ
る
異
例
の
形
を
取

っ
て

い

る
。

次

い

(
九
八
六
-

一
〇
三
八
)

で
、
石
霜
楚
圓
が
い
る
。
彼
は
、
李
遵
島
が
亡
く

な
る
直
前
に
頚
を
送

っ
て
お
り
、
『広
灯
録
』

の
巻
十
八
は
、
大
半
が
彼
の
語
で
占
め

ら

れ

(
九

九

一
-

一
〇
六
七
)

て
い
る
。
さ
ら
に
、
浮
山
法
遠
が
い
る
。
彼
の
頚

に
李
遵
島
が
和
し
て

い
る
。

以
上
が
主
に
臨
済
系
の
禅
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
当
時

の
臨
済
系
の
主

流
と
言
う
べ
き
者
で
あ
り
、
そ
の
影
響
力
は
大
き

か

っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
交
渉
の
中
か
ら

『
広
灯
録
』
が
生
ま
れ
て
来
た
と
思
わ
れ
る
。

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
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(
不
詳
)

他
に
は
、
『宗
門
武
庫
』
に
、
榔
耶
慧
覚
に
信
心
銘
の
注
を
頼

ん
だ

(九
四
七
-
一〇
二
七
)

(不
詳
)

事
、
さ
ら
に
は
、
太
陽
警
玄
が
亡
く
な

っ
た
時
、
弟
子
の
大
陽
平
侍
者

(九
八
○
-
一〇
五
二
)

が
彼
に
銘

を
頼
ん
だ
事
も
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雪
貨
重
顕
が
雪
餐

山
に
入
山
す
る
た
め
に
努
力
し
、

一
三
二
〇
年
に
紫
方
抱
を
賜

っ
た
の

も
李
遵
昂

の
上
奏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
『
広
灯
録
』
中
に
は
重

顕

の

伝
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
雲
門
下
に
対
す
る
理
解
は
、
重
顕

か
ら
受
け

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(九
六
〇
-
一〇
二
八
)

ま
た
、

四
明
知
礼
と
の
交
渉
も
認
め
ら
れ
、
知
礼
が
、

一
〇
二
〇
年

に
法
智
大
師
の
勅
号
を
賜

っ
た
の
も
、
李
遵
晟

の
上
奏
に
よ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、盛
ん
な
交
流
を
持

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
主
に
臨
済

下
に
偏
り
、
地
域
的
に
も
限
ら
れ
た
範
囲
で
あ

っ
た
事
は
否
め
な
い
。

そ
れ
で
は
次
に
編
集

の
傾
向
を
見
て
み
よ
う
。

第

一
に
、
南
嶽
下

・
青
原
下
と
い
う

『
伝
灯
録
』
の
分
類
を
踏
襲
し

て
い
る
点

で
あ
る
。

第
二
に
、
五
家
を
全
て
綱
羅
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
記
録

の
分

配
は
、
巻

一
か
ら
七
が
釈
尊
か
ら
慧
能
、
巻
八
か
ら

一
八
が
臨
済
下
、

巻

一
九
か
ら
二
三
が
雲
門
下
、
巻
二
四
か
ら
二
五
の
中
ほ
ど
ま
で
が
洞

山
下
、
巻

二
五
の
残
り
か
ら
二
六
の
最
初
が
濾
仰
下
、
巻
二
六
の
残
り

(不
詳
)

が
白
兆
志
圓
下
、
巻
二
七
か
ら
三
〇
が
法
眼
下
で
あ
る
。
偏
重
は
見
ら

れ
る
が
、

一
応

『伝
灯
録
』
を
踏
襲
し
て
い
る
と
言
え
る
。

第
三
に
、
人
数

の
割
合
は
雲
門
下
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に

記
し
た
よ
う
に
巻

の
割
合
は
臨
済
下
に
偏

っ
て
い
る
と
言
え
る
が
人
数

は
、
必
ず
し
も
臨
済
下
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
(以
下
、
表
参
照
)

さ
ら
に

『
伝
灯
録
』
と
の
重
複
を
見
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
臨

済
下

・
二
五

〈『
伝
灯
録
』
に
伝
を
記
す
〉
(
=

ご
・
『伝

灯

録
』

に
見

録
の
み
)
雲
門
下

・
一

(六
)
、
洞

山

下

・
一

(〇
)
、
濾

仰

下

・
〇

(二
)
、
法
眼
下

・
二

(〇
)
。
つ
ま
り
、
『
伝
灯
録
』
と
比
較
し

た

と

き
、
臨
済
下
で
は
増
加
し
た
人
数

は
四
三
名
で
あ
る
の
に
対
し
、
雲
門

下
で
は
九
二
名

の
多
き
を
数
え
る
。
こ
れ
は
、
当
時
の
禅
者

の
傾
向
は

完
全
に
雲
門
下
に
偏

っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

第
四
に
、
地
域
的
な
偏
り
が
見
ら
れ
る
点
で

あ

る
。
(以
下
、
表
参

照
)
。
法
眼
下
の
多
い
漸
江
を
除
く
と
、
湖
北

・
湖
南
の
両
地

区

に
、

集
中
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
広
灯
録
』
と

『建
中
靖
国
続
灯
録
』

の
間

に
位
置
し

た

と

さ

れ

る
、
『禅

(祖
)
源
通
録
』
が
現
存
し
た
な
ら
ば
広
く
雲
門

・
法

眼

の

動
向
を
知
る
事
が
で
き
、

こ
の
様
な
地
域
的
な
偏
り
が
実
際
に
在

っ
た

の
か
明
ら
か
に
な

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、

こ
れ
は
、
李
遵
莇

の
行

動

範

囲

・
情
報
を
知
り
得
た
範
囲
に
よ
る
偏
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
五
に
、
伝
記
が
少
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ

は
居
士
に
お
け
る
禅
理

(不
詳
)

解

の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
王
随

の

『伝
灯
玉
英
集
』
と
も
類
似

す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「灯
史
」
の
語
録
化

・
公
案
集
化
が

よ

り

一
層

顕
著
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(不
詳
)

第
六
に
、
洞
山
下
に
対
す
る
認
識
の
低
さ
で
あ
る
。
石
門
慧
徹

の
記

(不
詳
)

(不
詳
)

載
は
多
い
が
、
梁
山
縁
観

の
弟
子
と
し
た
り
、
爽
山
大
寄
を
混
同
す
る
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な
ど
基
本
的
な
誤
り
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
縁
観

の
法
嗣
を
青
原
下

第
八
世

(実
は
九
世
)
、
大
陽
警
玄

の
法
嗣
を
第
九
世

(十
世
)
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

第
七
に
、
『
伝
灯
録
』
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。
彼
は
、
当
然

そ

の

存
在
を
知

っ
て
お
い
た
が
、
そ
の
編
者
で
あ
る
道
原
に
つ
い
て
は
、
僅

か
な
語
を
載
せ
る
の
み
で
そ
の
偉
業
に
つ
い
て

一
言
も
触

れ

て

い
な

い
。
こ
れ
は

『
伝
灯
録
』
に
対
す
る
無
言

の
批
判
と
も
と
れ
る
。

第
八
に
、
『伝
灯
録
』
と
重
複
す
る
禅
老
の
記
載
内
容
で
あ

る
。
そ

の
一
々
に
つ
い
て
論
じ
な
い
が
、
人
数
は
多
い
が
語
の
重
複
は
僅
か
し

か
認
め
ら
れ
な
い
。
特
に
臨
済
下
の
禅
者
は
、
独
自
の
観
点
か
ら
記
載

さ
れ
た
も
の
が
多
い
。

お
わ
り

に

以
上
、
『
広
灯
録
』
の
問
題
点
を
上
げ
て
み
た
。
そ
こ
か
ら
分

か

る

こ
と
は

『
伝
灯
録
』
を
強
く
意
識
し
、
そ
れ
に
対
す
反
発
が
本
書

の
成

立
を
促
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
形
式
上
は
、

『伝
灯
録
』
を

踏
襲
し
な
が
ら
内
容
的
に
は
独
自
の
禅
理
解
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
五
家
全
て
を
載
せ
る
事
に
腐
心
し
な
が
ら
内
容
的

.
地
域
的

偏
重
は
否
め
無
い
の
で
あ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

天
聖
広
燈
録
、
李
遵
筋
、
燈
史
、
宋
代
禅

(駒
沢
大
学
大
学
院
)

『天
聖
広
灯
録
』
に
関
す
る
一
考
察

(尾

崎
)

『天聖広燈録』寵載禅者地域一覧表
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